
 

瀬戸市公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

平成２６年３月２８日 

瀬戸市長  増 岡 錦 也  

瀬戸市規則第１０号 

瀬戸市公印規則の一部を改正する規則  

瀬戸市公印規則（昭和３２年瀬戸市規則第１０号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後  改正前  

別表（第３条関係）  

公印
の種
類  

形式 
書
体  
寸
法  

用
途  管守者  

＜省略＞  

デジ
タル
リサ
ーチ
パー
クセ
ンタ
ー専
用市
長印  

瀬 戸 市 

長    印 

デジタルリサ
ーチパークセ
ンター専用 

 

古
印
体  

２
１
× 
２
１  

使
用
許
可
専
用  

情報課長  

パル
ティ
せと
市民
サー
ビス
セン
ター
専用
市長
印  

瀬 戸 市 

長    印 

パルティせと
市民サービス 
センター専用 

 

古
印
体  

２
１
× 
２
１  

諸
証
明
専
用  

パルティ
せと市民
サービス
センター
所長（当
該公所長
を置かな
い場合に
あっては
市民課
長）  

別表（第３条関係）  

公印
の種
類  

形式 
書
体  
寸
法  

用
途  管守者  

＜省略＞  

デジ
タル
リサ
ーチ
パー
クセ
ンタ
ー専
用市
長印  

瀬 戸 市 

長    印 

デジタルリサ
ーチパークセ
ンター専用 

 

古
印
体  

２
１
× 
２
１  

使
用
許
可
専
用  

デジタル
リサーチ
パークセ
ンターの
長（当該
公所長を
置かない
場合にあ
っては情
報課長）  

パル
ティ
せと
市民
サー
ビス
セン
ター
専用
市長
印  

瀬 戸 市 

長    印 

パルティせと
市民サービス 
センター専用 

 

古
印
体  

２
１
× 
２
１  

諸
証
明
専
用  

パルティ
せと市民
サービス
センター
所長  



 

附 則 

菱野
団地
市民
サー
ビス
セン
ター
専用
市長
印  

瀬 戸 市 

長    印 

菱野団地市民
サービスセ 
ンター専用 

 

古
印
体  

２
１
× 
２
１  

諸
証
明
専
用  

菱野団地
市民サー
ビスセン
ター所長
（当該公
所長を置
かない場
合にあっ
ては市民
課長）  

＜省略＞  

斎苑
専用
市長
印  

瀬 戸 市 

長    印 

斎 苑 
専 用 

 

古
印
体  

２
１
× 
２
１  

火
葬
済
証
及
び
斎
苑
の
使
用
許
可
専
用  

生活安全
課長  

＜省略＞  

消防
本部
専用
市長
印  

瀬 戸 市 

長    印 

消防本部専用 

 

古
印
体  

２
１
×
２
１  

危
険
物
製
造
所
等
の
規
制
事
務
及
び
煙
火
の
消
費
許
可
事
務
専
用  

消防本部
消防課長  

＜省略＞  
 

菱野
団地
市民
サー
ビス
セン
ター
専用
市長
印  

瀬 戸 市 

長    印 

菱野団地市民
サービスセ 
ンター専用 

 

古
印
体  

２
１
× 
２
１  

諸
証
明
専
用  

菱野団地
市民サー
ビスセン
ター所長  

＜省略＞  

斎苑
専用
市長
印  

瀬 戸 市 

長    印 

斎 苑 
専 用 

 

古
印
体  

２
１
× 
２
１  

火
葬
済
証
及
び
斎
苑
の
使
用
許
可
専
用  

生活課長  

＜省略＞  

消防
本部
専用
市長
印  

瀬 戸 市 

長    印 

消防本部専用 

 

古
印
体  

２
１
×
２
１  

危
険
物
製
造
所
等
の
規
制
事
務
専
用  

消防本部
消防課長  

＜省略＞  
   



 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。  


